
【資料】条例の概要及び対策状況 《令和６年３月末日現在》 

 

１ ごみ屋敷対策への相談受付及び解決累計件数（累計１２３３：解決１１８３） 

年度  ごみ屋敷 樹木 その他 計 

H２４～R３ 
受付 ２９７件 ５５２件 １４８件 ９９７件 

解決 ２５０件 ５３４件 １４５件 ９２９件 

４ 
受付 ２５件 ９８件 ０件 １２３件 

解決 ２５件 １００件 ３件 １２８件 

５ 
受付 ３２件 ８１件 ０件 １１３件 

解決 ４０件 ８６件 ０件 １２６件 

累計 
受付 ３５４件 ７３１件 １４８件 １２３３件 

解決 ３１５件 ７２０件 １４８件 １１８３件 

〔率〕  〔89.0%〕 〔98.5%〕 〔100.0%〕 〔95.9%〕 

 

 

２ 対策状況 令和６年３月末日現在対策中５０件 

 ごみ屋敷 樹木 その他 計 

調査 ０件 ０件 ０件 ０件 

指導 ３９件 １１件 ０件 ５０件 

勧告 ０件 ０件 ０件 ０件 

命令 ０件 ０件 ０件 ０件 

計 ３９件 １１件 ０件 ５０件 

 

 

３ 空地の雑草繁茂についての対応状況 

年度 受付件数  対応経過 件数 比率 

R５ １２０件  対応中 １２件 ９．１％ 

R４以前 １２件  解決 １２０件 ９０．９％ 

合計 １３２件  ※委託事業利用 ６９件 【解決】における利用率５７．５％ 

 

 

４ 支援等の実施状況(条例制定後累計) 

支援の実施 ごみ片付け 3件、樹木伐採 2件、複合案件 2件 計 7件 3,786,292 

協力団体への謝礼 ごみ片付け 4件、樹木伐採 4件、草刈 1件 計 9件 338,000 
 



 

５ 事業の進め方（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

□生活環境保全審議会委員構成 

弁護士、医師、学識経験者、足立区町会・自治会連合会役員、足立区民生・児童委員協議会

役員、まちづくり推進委員会役員、社会福祉協議会職員、区職員（６人）、計１３人（以内） 

□支援等 

◆町会・自治会やＮＰＯ等が片付けに協力していただける場合（協力団体への謝礼金） 

 （１人につき）半日：３，０００円、１日：５，０００円  （１団体）５０，０００円限度 

◆区が支援（直接実施）を行なう場合 

○支援の種目：雑草の除去、樹木の剪定・伐採・処分、廃棄物の処分等 

○支援の限度：１世帯につき１回を限度、１種目５０万円限度、合計１００万円限度 

 

 

【問合せ先】 

足立区  環境部  生活環境保全課  ごみ屋敷対策係  

電  話  （３８８０）５１１１  内線３１５３ 

（３８８０）５４１０  直通  
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条例の指導対象外（各所管に対応を繋ぐ） 

適正管理状態 生活再建 見守り 生活環境改善 

【原因者】 【近隣住民】 

条例（案） 

４月からの取り組み 

(生活環境調整担当課) 

 

 

 

 

生活改善への連携 

条例 


